
 

介護予防 

サービス 

(予防給付) 

サービス 

介護 

(介護給付) 

Topics 介護保険制度の仕組み 

被保険者 

第１号被保険者 

（65歳以上） 

保険料：所得など 

に応じ決定 

基準月額 5250円 

第２号被保険者 

(40～65歳未満) 

加入している医療

保険毎の算出方法

により決定 

所得に応じ決定 

基準月額 5250円 

社会保険診療

報酬支払基金 

要
介
護
認
定
の
申
請 

要
介
護
認
定 

(A) 

認定調査 

(B) 

医師の意見書 

介
護
認
定
審
査
会 

未納（現年分） 

0.17億円 

収納率 99.1％ 

（保険料の納付） 

保険者 

東広島市 

 

 

 101億円 

国保連合会 

サービス事業所 

③国からの交付金 

④県からの交付金 

⑤市からの繰入金 

⑥その他 

地域支援事業

及び総務費等 

22億円 

15億円 

15億円 

1億円 

6億円 

請求 

① 19億円 ② 29億円 

利
用
料
（
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
一
割
）
支
払
い 

⑧ 8億円 

サ
ー
ビ
ス
費
用
の 

九
割
の
支
払
い 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

⑦ 95億円 

① +②+③+④+⑤+⑥＝101億円 

介護サービス費用 

⑦ 95億円＋⑧ 8億円＝103億円 

85

90

95

100

105

H20 H21 H22 H23

103億円 
99億円 

96億円 

91億円 

非該当 

要支援１ 

要支援２ 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

地域支援 

介護保険制度とは、みなさんが住む東広島市の運営する保険制度で、４０歳以上の市民全員が被

保険者に加入して保険料を負担します。そして介護が必要と認定された方が費用の一部を支払って、

心身の状況に合った介護サービスを受ける仕組みです。 

事業 

（高額サービス費等含まない） 


